
 

福島市と日本生命保険相互会社との包括連携協定書 

 

福島市（以下「甲」という。）、日本生命保険相互会社（以下「乙」という。）は、相互の連携を強

化することについて、以下のとおり包括連携協定（以下「協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲と乙が包括的な連携のもと、緊密な相互連携と共創による活動を推進し、地

域活性化に寄与することを目的とする。 

 

（連携事項） 

第２条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。 

（１）健康増進・疾病予防に関すること 

（２）環境保全に関すること 

（３）高齢者の介護・生きがい増進に関すること 

（４）児童・青少年の健全育成に関すること 

（５）文化・スポーツ振興に関すること 

（６）防災ならびに市民の安心安全に関すること 

（７）その他地域社会の活性化・市民サービスの向上に関すること 

 

２ 甲と乙は、前条の目的を達成するため、相互に情報および意見の交換に努めるとともに、共創

して実施することが有効な前項各号の事項について連携して取り組むものとし、第２条（１）に

ついては、乙による甲への毎年の「ニッセイ医療費白書」の提供、「意識実態アンケート」の報告

等を通じ、連携と協働の推進を図るものとする。 

３ 甲と乙は、前項において連携して取り組むことで合意した事項について、その具体的な推進方

法、役割等に関し、別途協議の上、取り決めるものとする。 

４ 甲と乙は、連携して取り組んだ前項の事項について、その結果、今後の推進方法等に関し、年

に１回以上協議を行うものとする。 

 

（有効期間） 

第３条 本協定の有効期間は、協定締結日から当年度末までとし、期間満了の日の１ヵ月前までに、

甲と乙のいずれからも書面による申し出がない場合は、更に有効期間を１年間更新するものとし、

その後も同様に更新するものとする。 

 

（変更及び解除） 

第４条 甲と乙が本協定の内容の変更又は解除を申し出たときは、甲と乙協議の上、本協定の変更

又は解除を行うものとする。 

 

（反社会的勢力への対応に関する特則） 

第５条 甲と乙は、反社会的勢力（暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団

又は個人などを含む。）と社会的に非難されるような関係を持たないことを表明し保証する。 

２ 甲と乙は、相手方に対して、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。 

（１） 脅迫的、暴力的又は法的な責任を超えた要求 

（２） 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いた信用毀損又は業務妨害 

（３） その他前２号に類似するいかなる行為 

３ 甲と乙は、相手方が第１項の表明保証に反すると合理的に認められる場合又は相手方が前項各

号のいずれかの行為を行った場合には、当該相手方に対して何らの通知をすることなく直ちに本

協定を解除することができる。 

 

（守秘義務） 

第６条 甲と乙は、本協定の締結および協力の検討並びに実施において知り得た他の当事者の秘密

情報を第三者に開示し、または漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾

を得た場合、および弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、

この限りではない。 

２ 甲と乙は、理由の如何を問わず本協定が終了した後も、前項に定める守秘義務を負うものとす

る。 

 

（その他） 

第７条 本協定に定めのない事項または本協定の内容に疑義等が生じたときは、その都度、甲と乙

が協議して定めるものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲と乙それぞれ署名の上、各自その１通を保有

するものとする。 

 

令和８年５月１３日 

甲 福島県福島市五老内町３番１号 

福島市 市長 

 

 

 

乙 福島市大町５番６号 日本生命福島ビル５Ｆ 

   日本生命保険相互会社 福島支社 支社長 


